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【第 1 章】バッジテスト・シャトルゲーム会開催⼿順のあらまし 
バッジテスト会を開催するためには、最初に｢バッジテスト練習記録帳｣を(公財)⽇本体操協会
JGA-Web システムのイベント申込「トランポリン普及事業関連販売物⼀覧」から購⼊し、それに
沿って⼦ども達にバッジテストの種⽬を練習させなければなりません。 
⼦ども達が、〇級を受ける状況になってから初めてバッジテスト会の開催となります。 
 

1. 開催責任者は、原則、開催地の都道府県協会/連盟に所属する者で開催年度構成員登録かつ普
及指導員またはトランポリンコーチの資格登録完了者であること。 

2. 開催責任者は、本バッジテスト・シャトルゲーム会開催マニュアルに則り、『開催要項』を作
成する。 

※ 2025 年度より、3 級、2 級、1 級のボール検定︓ボール検定からの受検はできなくなりま
した。例えば、3 級種⽬が合格、3 級ボール検定が不合格の場合、次回のバッジテスト会
は、3 級種⽬からの受検となります。【第 2 章】開催要項を確認のこと 

※ 開催についての詳細は、【第 3 章】バッジテスト実施規定及び【第 7 章】バッジテスト･シ
ャトルゲーム会内規を参照のこと 

※ 参加料︓マニュアルにある受検料と認定料のほかに別途費⽤を加算することはできません。
バッジテスト・シャトルゲーム会は、(公財)⽇本体操協会主催の検定事業のためです。 

3. 開催責任者は、予め、所属都道府県協会トランポリン部署へ実施役員・判定員の当該年度指導
者資格登録状況、受検料・認定料の納⼊先や開催費⽤の⽀払先、所属都道府県協会のトランポ
リン部署統括責任者⽒名・連絡先 E-Mail を確認し、開催要項案』を添付のうえ、開催の内諾
を得る。 

※ 所属都道府県協会トランポリン部署の担当者は、開催責任者からの開催を内諾する際、開催
責任者・判定員の開催年度トランポリン指導者資格の登録、受検料・認定料の納⼊先、開催
費⽤の⽀払先を必ず確認してください。開催予定⽇より 2 か⽉前（4 ⽉ 17 ⽇〜5 ⽉ 16 ⽇に
開催の場合は 1 か⽉前）には、開催責任者が JGA-Web にて開催申請ができるようご協⼒を
お願いいたします。また、報告および判定記録⽤紙の判定員または交代した判定員のトラン
ポリン指導者資格が有効か、必ずご確認をお願いいたします。 

※ テストの公平さを⾼めるため、原則、判定員は⾃⾝が所属するチームの受検者を判定するこ
とはできません。判定記録⽤紙に⼊⼒された判定員の開催年度指導資格登録も確認いたしま
す。また、判定員の⼈数に関しては、【第 7 章】バッジテスト・シャトルゲーム会内規をご
確認ください。 

4. 開催責任者は、開催予定⽇の 2 か⽉前までに、⽇本協会へ JGA-Web イベント申込
「E3000xxx【○回⽬開催申請】TR︓バッジテスト（2026）」を利⽤し、『開催要項案』を添付
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して開催申請する。 

※ 『開催要項』、『開催報告書』、『判定記録⽤紙』の各ひな形はここよりダウンロードしてお
く。 

5. ⽇本協会が申請内容を確認し、トランポリン委員会の承認を得て申請を受理。不備修正があれ
ば申請を差し戻す。 

6. 開催責任者は、⽇本協会の開催承認後、バッジテストの申込み・受検料や参加料の⽀払いなど
準備し、『開催要項』を傘下クラブ･教室に配布して参加申込み開始、開催運営する。 

※ バッジテスト会開催の際は、指定の『判定記録⽤紙』を使⽤すること 
※ 指定様式は上記４ご参照 
※ 開催に必要な備品等の調達は JGA-Web システムのイベント申込「トランポリン普及事業

関連販売物⼀覧」より⽇本協会へ注⽂する。なお、合格証明書の販売はしない。 

7. 開催責任者は、開催終了後１週間以内に、⽇本協会へ、JGA-Web のイベント申込「トランポ
リン普及事業完了報告（認定料⽀払を含む）」により、指定の『開催報告書（判定記録⽤紙
付）』と共に、認定料（1件 800円）×合計合格⼈数分を⼊⼒し、認定バッジを請求する。 

※ 1件 800円の内訳︓級認定料・バッジ代・消費税を含む。 
※ ⽇本協会にて、開催報告書および請求内容を確認。承認後に認定数が確定し、認定料の⽀

払いが可能となる。なお、不備修正があれば申請を差し戻す。 
※ 年末開催の場合は翌⽇中に、2 ⽉・3 ⽉開催の場合は翌年度 JGA-Web 利⽤解禁後すみや

かに開催報告・認定料などの振込みを済ませる。 

8. 開催責任者は、認定数確定後、速やかに所属都道府県協会トランポリン部署へ指定の『開催報
告書（判定記録⽤紙付）』（Excel形式）をもって開催報告を⾏ない、認定料（1件 200円）×
合計合格⼈数分（確定数）を⽀払う。なお、報告⽅法および⽀払⽅法は各協会に確認のうえ対
応すること。 
※ 年末・年度末開催の場合は速やかに開催報告・認定料の振込みを済ませる。 

9. ⽇本協会にて認定料の納⼊確認後、バッジを指定送付先へ送料着払いで発送。開催責任者は荷
物の中⾝を確認後、バッジ（必要に応じて、バッジテスト合格証明書・シャトルゲーム参加証
明書・シャトルゲーム卒業証明書をダウンロードする。）を、各クラブ・教室の指導者を通し
て認定者（バッジテスト合格者）やシャトルゲーム参加者に渡し、開催終了。 

10. JGA-Web システムの都合上、年度内の開催責任者の開催申請は１回限りとなります。そのた
め、複数回の開催を希望する場合、開催申請をしていない開催責任者を選定して⾏うようにし
てください。開催責任者がいない場合、２回⽬の申請は別の申請URLとなります。そちらに
アクセスして申請してください（開催報告する報告URLも変わります）。また、３回⽬以降の
開催も別の申請・報告URLとなります。 
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u このバッジテスト・シャトルゲーム会は（公財）⽇本体操協会主催の検定事業です。開催承認
を受けずにバッジテスト・シャトルゲーム会を開催されても、その開催を認めません。正規開
催マニュアルを厳守し、あらためて開催してください。 

u ⽇程変更・中⽌の場合は、所属都道府県協会トランポリン部署へ連絡し、⽇本協会バッジテス
ト会係宛（tr-badge@jpn-gym.or.jp）にもメールでお知らせください。 
① 開催申請№ ② 開催⽇ ③ 申請団体名 ④ 開催責任者名 ⑤ ⽇程変更・中⽌の理由 
なお、開催⽉・責任者・開催場所の何れか変わる場合は、あらためて、開催要項と共に、開催
申請を⾏なってください。 

u 開催申請後、速やかに受理し開催承認を⾏うよう努めておりますが、場合によっては数⽇いた
だくことがあります。予めご了承ください。 

u 下記の場合は、次回の開催を承認できない場合があります。ご注意ください。 
Ø 開催申請期⽇を守れなかった（2 か⽉前までの申請） 
Ø 開催報告（認定料納⼊含む）期⽇に間に合わなかった（１週間以内の開催報告。年
末・年度末は翌⽇中に） 

Ø 全般的にルールを守れなかった主管団体・開催責任者 

u バッジ等の発送について、夏季、年末は 10 ⽇から 2週間程度かかる場合があります。また、
2⽉・3⽉開催の場合は（JGA-Web システムメンテナンスの都合上）3⽉後半のお届けとなり
ますので、ご承知おきください。なお、バッジ等到着後はすぐに開封し確認をお願いします。
到着後 1週間以上を経過してからの破損等による交換などは致しかねます。 

u 開催に必要な備品等の購⼊は JGA-Web システムのイベント申込「トランポリン事業関連
販売物⼀覧」より購⼊可能です。こちらも同⼀開催責任者の場合、システムの都合上、年
度内に 1 度のみの購⼊となります。追加注⽂する場合は、メンバーページの「申込中のイ
ベント」より「TR︓普及事業関連販売物⼀覧（2026購⼊申込）」を選択し、イベント情
報にある「メールでの問い合わせはこちら」よりお問い合わせください。購⼊⽅法を別途
ご案内します。なお、以下の備品は販売中⽌となりましたので、開催責任者が必要に応じ
て事前にひな形をダウンロードして印刷してください。 
Ø バッジテスト会 シャトルゲーム会参加証明書（DL可） 
Ø バッジテスト会 シャトルゲーム会卒業証明書（DL可） 
 
＜ダウンロード可能ファイル＞ 

ü 資料 印字イメージバッジテスト会シャトルゲーム卒業証明書（⽂字⼊） 
ü 資料 印字イメージバッジテスト会シャトルゲーム参加証明書（⽂字⼊） 

Ø 「バッジテスト合格証明書」は予備販売を中⽌します。 
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＜2026 年度 開催スケジュール（予定）＞ 
� 事業の開催期間︓2026 年 4 ⽉ 17 ⽇〜2027 年 3 ⽉ 14 ⽇ 

→開催申請受付期間︓2026 年 3 ⽉ 17 ⽇〜2027 年 1 ⽉ 13 ⽇（原則 2 か⽉前申請） 
※ 但し、4 ⽉ 17 ⽇〜5 ⽉ 16 ⽇までに開催する場合は、1 か⽉前の申請を受け付けます 
※ 2⽉〜3⽉上旬までは新年度に向けたシステムメンテナンスのため、2⽉・3⽉に開催

する場合は、開催報告・⽀払・バッジ発送はメンテナンス明けの対応になります。予め
ご承知おきください。 

 

開 催 申 請 

回数 イベント番号 イベント名 

1 回⽬ E3000560 【1 回⽬開催申請】TR︓バッジテスト（2026） 

2 回⽬ E3000561 【2 回⽬開催申請】TR︓バッジテスト（2026） 

3 回⽬ E3000562 【3 回⽬開催申請】TR︓バッジテスト（2026） 

4回⽬ E3000563 【4 回⽬開催申請】TR︓バッジテスト（2026） 

5 回⽬以上 開催責任者を変更し、1 回⽬から実施 

 

完 了 報 告 

回数 イベント番号 イベント名 

1 回⽬ E3000564 【1 回⽬完了報告】TR︓バッジテスト（2026） 

2 回⽬ E3000565 【2 回⽬完了報告】TR︓バッジテスト（2026） 

3 回⽬ E3000566 【3 回⽬完了報告】TR︓バッジテスト（2026） 

4 回⽬ E3000567 【4回⽬完了報告】TR︓バッジテスト（2026） 

5 回⽬以上 開催責任者を変更し、1 回⽬から実施 

 
関 連 販 売 物 購 ⼊ 

回数 イベント番号 イベント名 

1 回⽬ E3000568 TR︓普及事業関連販売物⼀覧（2026購⼊申込） 
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【第 2 章】開催要項（マニュアル） 
 

○○○バッジテスト・シャトルゲーム会開催要項 

主 催 公益財団法⼈ ⽇本体操協会 

主 管 ○○〇〇 

開催期⽇ ○○○年○○⽉○○⽇ 

会 場 ○○○体育館 

（住所・TELなど） 

スケジュール

（予定） 

＜例＞ 

〇〇時 5 級･4級受付開姶 

〇〇時 3 級･2 級･1 級受付開姶 

〇〇時 シャトルゲーム受付開始 

参 加 料 (1) 5 級･4級 2,000円（内訳︓受検料 1,000円 ＋ 認定料 1,000円） 

(2) 3 級･2 級･1 級 2,５00円（内訳︓受検料 1,500円 ＋ 認定料 1,000円） 

(3) シャトルゲーム 1,000円 

※申込時に振込⼿数料等、別途かかります。 

※各級不合格の場合は、当⽇認定料のみ返⾦します。 

参加規定 ① バッジテストは、5 級から順に受けなければならない。ただし、1 回のテス
ト会で合格することによって、３階級受検することができる。 

② 受検者は、本会の練習記録帳を必ず持参すること(当⽇忘れた場合、会場で
購⼊) 

③ シャトルゲームは、１級合格者のみ参加できる。ただし、そのテスト会での
１級合格者は次回からの参加となる。 

④ ３級・２級・１級についてはボール検定も合格しなければならない。不合格
の場合、次回もバッジテストから受ける必要がある。 

 

【申込⽅法】 申し込みの情報（所属クラブ・教室名、参加者⽒名、受検級、シャトルゲーム 

参加回数）をご記⼊の上、期⽇までに参加料などの⽀払いをお願いします。 

【申込み先】  〇〇〇協会 担当︓〇〇まで、〇〇により申込みください。 

  E-Mail ○○○＠〜 （担当︓○○） 

【申込締切】  ○○○年○○⽉○○⽇（⾦）必着 

【問合せ先】  E-Mail ○○○＠〜 （担当︓○○） 
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【第 3 章】バッジテスト実施規定 

開催条件 ① 開催責任者︓開催年度の所属都道府県協会/連盟の構成員登録完了者かつ⽇
本体操協会公認トランポリン普及指導員またはコーチ資格登録完了者 

② 受検者数︓10 名以上 

⽤ 具  ① ラージ、またはミドルサイズ・トランポリン、メッシュベッド 1 台以上 

② 提⽰⽤得点板 1 点〜5 点 

③ 合格・不合格提⽰版（ボール検定⽤） 

④ 判定記録⽤紙 

⑤ 本会バッジテスト練習記録帳（予備） 

実施役員 ① ⼀試技台につき主任判定員 1 名、副判定員 1 名、補助役員数名（受付係・
受検者係） 

② 判定員︓⾃⾝が所属するチームの受検者を判定することがないように依頼・
担当グループ分けをしてください 

※ テストの公平さを⾼めるため、原則、判定員は⾃⾝が所属するチームの受
検者を判定することはできません 

※ 判定員の⼈数は、受検者数により決定する 

③ 主任判定員︓「はじめ」の合図で試技を開始させ、副判定員と協議のうえ、
得点を提⽰。練習記録帳に合格印を押し、練習記録帳を返却。不合格者には
認定料を返⾦する。 

④ 副判定員︓主任判定員と得点を協議し、得点を判定記録⽤紙に記録する。 

⑤ 受付係︓参加料の徴収および練習記録帳持参の確認と判別を⾏う。合格者に
返⾦する認定料の準備をする 

⑥ 受検者係︓受検者の誘導、練習の指⽰、コール等テスト全般の流れを図る。
また、練習前に練習記録帳を集め、試技の際に主任判定員に渡す 

実施⽅法 ① 5級から順に受けなければならない。ただし、1 回のテスト会で合格するこ
とにより 3階級受検することができる 

② 受付順に 8〜13 名の⼩グループ（班）に分け、班ごとにテストを実施する 

③ 班ごとに練習台で、練習数回 

④ 班ごとに試技台で、練習 1 回 

⑤ 班ごとに試技台で、試技 1 回 

⑥ 試技が失敗した場合、もう 1 度試技をすることができる。（復⾏ 1 回） 

⑦ 復⾏は、その班の試技終了後直ちに⾏う 

⑧ 実施⽅法は、バッジテスト会流れ図の通りとする 
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採点⽅法 ① 採点は、主任判定員および副判定員がリズム・バランス・⼤きさ（⾼さ）を
考慮し 5 点法で⾏う 

② 5 点…演技を⾮常に上⼿に続⾏できた 
4 点…演技を上⼿に続⾏できた 
3 点…演技を続⾏できた 
2 点…1 回の中断等、⼤過失があった 
1 点…2 回以上の中断等、⼤過失があった 

合格判定 ① バッジテスト種⽬︓得点 3 点以上を合格とする 

② ボール・トレーニング︓3 回の実⾏中、1 回以上成功したら合格とする（ボ
ール検定） 

※ 運営に関する詳細は、バッジテスト・シャトルゲーム会内規により、別に定める 
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【第 4 章】バッジテスト会流れ図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 3 台使⽤の場合は、練習台２台で各２周。試技台で１回練習、試技１回。すなわち、5 回練習して試

技 1 回となる 

※ 2 台使⽤の場合は、練習台 1 台で 2周練習、試技台で 1 回練習、試技 1 回。すなわち、3 回練習し

て試技 1 回となる 

※ 1 台使⽤の場合は、試技台で 2周練習、間をあけて試技台で 1 回練習、試技 1 回。すなわち、3 回

練習して試技 1 回となる 

※ ボール検定は、3級・2級・1級 バッジテスト種⽬を合格した者のみ受検できる 
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【第 5 章】シャトルゲーム実施規定 
シャトルゲームは、スポーツの素養づくり⼦どものトランポリン運動の成果の発表の場として設定され

たゲームである。普及指導員が⾏うシャトルを「シャトル競技」と呼び区別する。 

 

開催条件 ① シャトルゲーム会は、バッジテスト会に付随して⾏われる。従ってシャトル
ゲーム会のみ単独で開催することはできない 

② 5 名以上の参加者を必要とする 

⽤ 具 ① ラージ、またはミドルサイズ・トランポリン、メッシュベット 1 台以上 

② 得点⽤リストバンド ⾚ 1 点〜5 点・⻘ 1 点〜5 点 

③ 抽選⽤具 

④ シャトルゲーム参加証明書・卒業証明書 

⑤ バッジテスト練習記録帳（予備） 

実施役員 ① 1 トーナメント（30 名以内のトーナメント対戦数）に 1 名の⼤⼈の後⾒⼈ 

② 受付は、バッジテストの受付係が⾏う 

③ 抽選は、後⾒⼈が⾏う 

実施⽅法 ① シャトルゲームは、３〜５名の参加者がじゃんけんで順番を決め、1番の者
が何か 1種⽬を⾏う。次の者が、その 1種⽬に何か 1種⽬を加える。次の
者がまたその 2種⽬に 1種⽬加える。というように、どんどん種⽬数が増
えていく。その連続運動を間違えたり、忘れたりしたら負けとなり、ゲーム
から外される。最後に残った者が 1番勝ちといったゲームである。 

② 参加者が 30 名を超える場合、30 名以内の班分けをし、班ごとにトーナメ
ント形式によりその班の勝者を決める。 

（例） 

参加者 31 名の場合…1班 15 名、2班 16 名（2 トーナメント） 
参加者 76 名の場合…1班 25 名、2班 25 名、3班 26 名（30 名以内の均
等班分け、3 トーナメント） 

③ トーナメントの組み⽅、対戦数、各予選の通過者数は参加⼈数によって異な
り、別表の通りとする 

④ 審判は、対戦者同⼠で⾏い、⼤⼈の後⾒⼈⼀名がそれを監督する 

⑤ 第⼀次予選は、2 回の対戦からなり、2 回の得点合計により予選通過者を選
ぶ 

⑥ シャトルゲームの使⽤種⽬は、バッジテスト 5級〜1級までの種⽬（35種
⽬）とする 
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⑦ 第⼀次予選は、じゃんけんにより第 1 回⽬の対戦の試技順を決める 

その試技順通りにシャトルを⾏い、失敗したものが順に抜け、最後に残った
ものが 1位となり、各々に第 1 回⽬の得点が与えられる。（1 回⽬の得点
は、得点⽤リストバンド⾚ 1 点〜5 点を与え、各々の⼿⾸に付けさせる 
第 2 回⽬の対戦は、第 1 回⽬の逆の順で⾏い、同じく第 2 回⽬の得点が
各々に与えられる。（2 回⽬の得点は、得点⽤リストバンド⻘ 1 点〜5 点を
与え、各々の⼿⾸に付けさせる）第 1 回⽬と第 2 回⽬の得点の合計によ
り、別記トーナメント表に定めたとおりの第⼀次予選通過者が決定される 

⑧ 得点は対戦者数によって異なり、5 名による対戦の場合、1位が 5 点〜5位
が 1 点。4 名の場合、1位が 4 点〜4位が 1 点。3 名の場合、1位が 3 点〜
3位が 1 点とする 

⑨ 予選通過ラインに同点が出た場合、その者のみ再度対戦し、予選通過者を決
定する。同点が 2 名の場合は、3 分間の対戦（ツウ・バウンスあり）で⼤⼈
の後⾒⼈ 1 名が判定する 

⑩ 第⼆次・第三次…予選は別記トーナメント表に定めたとおりのグループにわ
けて、じゃんけんにより試技順を決めて 1 回の対戦で 1〜2 名の予選通過者
を決定していく 

⑪ 決勝は 4 名（必要に応じて 5 名）で⾏う 

⑫ ゲームは、1跳躍種⽬ずつ進み、シャトル競技のような「ツウ・バウンス」
は無しとする 

⑬ 公式のシャトルゲーム会に参加した場合、順位によるメダル、賞状等は与え
ず、1 回⽬、2 回⽬の参加の場合は参加証明書、3 回参加の場合は卒業証明
書を与える 

⑭ 上記規則以外は、原則としてシャトル競技規則に準ずる 

※ 運営に関する詳細は、バッジテスト・シャトルゲーム会内規に準ずる 
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【第 6 章】シャトルゲームトーナメント 
参加者数 第⼀次予選グループ分け（ ）内は予選通過者数 総試合数 

５ 予選無し、２回の対戦で順位決定 2 

６ ３（２） ３（２）                            ４名で決勝 5 

７ ３（２） ４（２）                                〃 ５ 

８ ４（２） ４ (２）                                〃 ５ 

９ ４（２） ５（２）                                〃 ５ 

10 ５（２） ５（２）                                〃 ５ 

11 ３（１） ４（２） ４（２）                   ５名で決勝 ７ 

12 ３（１） ３（１） ３（１） ３（１）          ４名で決勝 ９ 

13 ３（１） ５（２） ５（２）                   ５名で決勝 ７ 

14 ４（１） ５（２） ５（２）                       〃 ７ 

15 ３（１） ４（２） ４（２） ４（２）                   ４名で決勝 11 

16 ４（２） ４（２） ４（２） ４（２）                       〃 11 

17 ４（２） ４（２） ４（２） ５（２）                       〃 11 

18 ４（２） ４（２） ５（２） ５（２）                       〃 11 

19 ４（２） ５（２） ５（２） ５（２）                       〃 11 

20 ５（２） ５（２） ５（２） ５（２）                       〃 11 

21 ４（２） ４（２） ４（２） ４（２） ５（２）              〃 13 

22 ４（２） ４（２） ４（２） ５（２） ５（２）              〃 13 

23 ４（２） ４（２） ５（２） ５（２） ５（２）              〃 13 

24 ４（２） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２）              〃 13 

25 ５（２） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２）              〃 13 

26 ３（１） ３（１） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２）     〃 15 

27 ４（２） ４（２） ４（２） ５（２） ５（２） ５（２）     〃 17 

28 ４（２） ４（２） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２）     〃 17 

29 ４（２） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２）     〃 17 

30 ５（２） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２） ５（２）     〃 17 
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【第 7 章】バッジテスト・シャトルゲーム会 内規 
1. 10 名〜100 名以内の受検者の場合、判定員 2 名配置する 

2. 101 名以上の受検者の場合、1〜100 名増員するごとに、2 名の判定員を配置する。但し、その増

員の計算は⼀度に 2階級、3階級受検を希望する者も階級ごとに 1 名ずつ（2階級の場合は 2 名、

３階級の場合は 3 名）とみなす 

3. 同⼀級の受検者が 100 名を越した場合、その全員を同⼀判定員が判定しなくても良いとし、各判

定員の判定⼈数の平均化を配慮すること 

4. 判定員は、原則として 1 ⽇に 101 名以上の判定を⾏なわない事とし、判定員の指名及び構成は主

管で⾏なう 

【判定員構成の例】 

① 5級 15 名、4級 20 名、３級 21 名、2級 25 名、１級 20 名 合計 101 名の場合 

 受検者数 班別⼈数 判定員 判定員の⼈数計算 

５級 15 名 

56 名 2 名 
（1組） 101 名÷100 名=1.01 … 2組(計 4 名) 

判定員 1組あたりの判定⼈数 

101 名÷2組=50.5 … 50 名前後に班別 

４級 20 名 

３級 21 名 

２級 25 名 
45 名 

2 名 

（1組） １級 20 名 

合計 101 名 101 名 4 名（2組） 

② ５級 130 名､４級 110 名､３級 110 名､２級 40 名､１級 40 名､合計 430 名の場合 

 受検者数 班別⼈数 判定員 判定員の⼈数計算 

５級 130 名 
90 名 

2 名 

（1組） 

430 名÷100 名=4.3 … 5組(計 10 名) 

判定員１組あたりの判定⼈数 

430 名÷5組=86 … 86 名前後に班分け 

40 名 2 名 

（1組） 
４級 110 名 

50 名 

60 名 2 名 

（1組） 
３級 110 名 

20 名 

90 名 2 名（1組） 

2級 40 名 
80 名 

2 名 

（1組） 1級 40 名 

合計 430 名 430 名 10 名（5組） 
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5. 判定員は､原則として受検チーム以外の開催年度⽇本体操協会公認普及指導員またはコーチ資格登

録完了者に依頼すること 

6. 判定員の服装は､原則として紺⾊のブレザーにネクタイとする｡(男⼥共通) 

7. 判定員は練習記録帳の合格欄に捺印する合格印(本会指定のもの)を原則として購⼊･持参すること 

本会指定の合格印は JGA-Webシステムのイベント申込「【E3000568】TR︓普及事業関連販売物

⼀覧（2026購⼊申込）」より購⼊すること。 

8. 補助役員は､地元関係者をあてる｡補助役員数及びその謝⾦は､主管団体の裁量に任す 

9. 判定員の謝⾦は 3,000円とし､交通実費及び必要に応じて⾷事を⽀給する 

10. １階級のみの受検、あるいは複数級受検する場合も、参加料（受検料・認定料）は、各級受検受付

ごとに徴収する 

11. 認定料 1 件 1,000円のうち、800円は（公財）⽇本体操協会へ、200円は主管団体所属の都道府

県協会トランポリン部署へ納⼊される。 

（※800円の内訳︓級認定料・バッジ代・消費税を含む） 

12. 受検料 1 件 1,000円（5・4級）1,500円（3・2・1級）及びシャトルゲーム参加料 1,000円

は、主管団体に⼊り開催実費として⽀出され、余剰⾦は主管団体の収⼊となる 

13. 最⼩限の受検者の場合の⽀出例 

u 10 名の場合 

 項  ⽬ 単  価 ⼈  数 合  計 

収  ⼊ 受検料 1,000円 10 名 10,000円 

⽀  出 

判定員謝⾦ 3,000円 2 名 6,000円 

判定員交通費 500円 2 名 1,000円 

補助役員謝⾦ 3,000円 1 名 3,000円 

⽀出合計    10,000円 

14. 開催経費が受検料収⼊を上廻る場合、主管団体が負担する 

15. 主管団体から発送される通信経費、本会から発送する認定バッジ等の送料は、主管団体負担とする 

 

以上 


